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告 
 

示 

  
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日
に
鳩
ケ
谷
市
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
川
口
市
に
編
入
し
た
こ
と
に

伴
う
川
口
市
の
人
口
（
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
の
結
果
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
の
埼

玉
県
の
市
町
村
別
の
人
口
と
し
て
確
定
し
た
数
値
に
基
づ
く
も
の
）
を
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

川
口
市 

 

五
十
六
万
千
五
百
六
人 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
六
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
介
護
支
援
隊 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

齋
藤 

勇 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
田
中
一
丁
目
二
十
番
地
七 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

 

こ
の
法
人
は
、
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
に
対
し
、
適
切
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
為
の
支
援
を
し
て
福
祉
の
増
進
を
図
り
誰
も
が
安
心
、
安
全
に
暮
ら
せ
る
地
域

社
会
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
七
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
こ
ろ
の
お
と 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

栁
澤 

典
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
北
本
市
荒
井
四
丁
目
十
二
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
す
べ
て
の
人
が
住
み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
、
普
通
の
暮
ら
し
を
実
現
す
る 

 

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
じ
た
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
、
住 

 

み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

 
 埼

玉
県
告
示
第
千
四
百
十
八
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
ワ
ン
の
森
ク
ラ
ブ
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

山
本 

和
順 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
深
谷
市
本
田
五
十
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、会
員
相
互
の
助
け
合
い
に
よ
る
運
営
の
下
、障
害
児
の
豊
か
な
生
活
を
創
り
、

誰
も
が
安
心
し
て
働
き
、
生
活
す
る
事
の
で
き
る
地
域
社
会
を
築
く
事
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
九
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人Art Beat Heart 

三 

代
表
者
の
氏
名 

日 

榮 

貴 

子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
針
ケ
谷
二
丁
目
十
五
番
十
号
二
百
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
様
々
な
芸
術
文
化
活
動
等
を
通
し
て
高
齢
者
の
介
護
予
防
や
孤
立
化
防
止
な

ど
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
絆
づ
く
り
を
推
進
し
、
多
世
代
が
集
う
心
豊
か
な
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
国
際
看
護
支
援
セ
ン
タ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

依 

田 

英 

男 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
吉
敷
町
四
丁
目
二
百
六
十
二
番
地
十
六
号
マ
ル
キ
ュ
ー
ビ
ル

七
階
さ
わ
研
究
所
内 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
に
立
ち
、
国
内
外
に
お
け
る
良
質
な
看
護
人
材
育
成
の

た
め
の
調
査
、
研
究
、
支
援
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
医
療
、
看
護
、
福
祉
の
発
展
に
貢
献

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
飯
能
市
か
ら
飯
能
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
川
越
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
春
日
部
市
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
四
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 

羽
生
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
二
号
南
部
幹
線
、
三
・
五
・
二
十
一
号
小
松
通
線
及
び
三
・

四
・
二
十
二
号
公
園
通
線 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

（
三
・
三
・
二
号
南
部
幹
線
） 

 

イ 

追
加
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

羽
生
市
大
字
北
荻
島
字
中
浦
及
び
字
高
橋
、
大
字
喜
右
衛
門
新
田
字
安
藤
、
大
沼
一
丁
目 

 
 

及
び
二
丁
目
、
大
字
北
袋
字
中
谷
、
字
北
谷
及
び
字
西
、
大
字
下
羽
生
字
谷
、
大
字
小
松
字 

 
 

小
松
、
大
字
砂
山
字
上
宿
、
小
松
台
一
丁
目
及
び
二
丁
目
の
各
一
部 

 

ロ 

削
除
す
る
土
地
の
区
域 

 

羽
生
市
大
字
北
荻
島
字
茨
島
、
大
字
中
手
子
林
字
天
神
塚
、
大
字
喜
右
衛
門
新
田
字
安
藤 

の
各
一
部 

 

（
三
・
五
・
二
十
一
号
小
松
通
線
） 

 

イ 

追
加
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

な
し 

 

ロ 

削
除
す
る
土
地
の
区
域 

 

羽
生
市
南
二
丁
目
、
大
字
中
岩
瀬
字
中
岩
瀬
、
大
字
下
岩
瀬
字
下
岩
瀬
の
各
一
部 

 

（
三
・
四
・
二
十
二
号
公
園
通
線
） 

 

イ 

追
加
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

な
し 

 

ロ 

削
除
す
る
土
地
の
区
域 

 

羽
生
市
大
字
中
岩
瀬
字
中
岩
瀬
、
大
字
下
岩
瀬
字
下
岩
瀬
の
各
一
部 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
、
羽
生
市
ま
ち
づ
く
り

部
都
市
計
画
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号



告告告告    
    

示示示示    
     

三
郷
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
二
十
六
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
三
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
○
一
六
一
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
○
○
六
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
長
谷
字
六
ノ
谷
七
二
二
番
一
九 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
北
二
丁
目
九
番
六
号 

 
 

萩
原 

文
寿 

 



正 
 

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
三
号
（
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
第
二
千
三
百
三
十
四
号
）

中
訂
正 

  

ペ
ー
ジ 

 
表
中 

 
 

 

行 

 

二 
 

 
 

開
設
者 

 
 

前
か
ら
九 

  

誤 

 

若
林 

暢
成 

  

正 

 

若
松 

暢
成



正 
 

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
四
号（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
第
二
千
三
百
四
十
三
号
）

中
訂
正 

  

ペ
ー
ジ 

 
表
中 

 
 

 

行 

 

二 
 

 
 

所
在
地 

 
 

前
か
ら
七 

  

誤 

 

草
加
市
谷
塚
二
丁
目
二
十
一
番
地
一
号 

  

正 

 

草
加
市
谷
塚
一
丁
目
二
十
一
番
地
一
号
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